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部
門
の
間
に
分
割
せ
ら
れ
允
る
統
治
上
の
權
能
を
實
際
大
'
ら
に
國
民
の
瞭
闕
を
滿
足
达
し
む
る
祕
如
き
行
動
ロ
出
や
. 

統
領
.の
.一

■.身
に
集
中
す
る
こ
と
、
な
し
、
且
つ
此
憲
法
の
.

ん
か
、
：若
し
彼
等
に
し
<
國
會
卜
壓
伏
せ
ん
於
爲
に
其
官 

規
定
以
外
の
權
能
舣
根
底
强
固
な
る
憤
例
と
な
6
、
遂
に
職
に
附
隨
す
る
驚
く
可
き
.權
勢
を
利
用
せ
ん
/;
>
、
若
し
大 

法
律
杧
る
の
.效
ヵ
を
有
す
る
に
至
ら
ば
合
衆
國
憲
法
の
特
ノ
統
領
の
意
思
に
反
對
す
る
所
の
代
«
士
は
皆
選
擧
民
の
信 

色
は
破
却
せ
ら
れ
、
其
擁
護
の
爲
に
設
け
ら
れ
*
5
<
^
|
壁
一
任
に
對
し
て
不
忠
實
な
る
の
な
6
と
しV

.

選
緊
民
の
前 

は
排
除
せ
ら
れ
、
合
衆
國
の
政
體
は
根
本
的
に
改
革
せ
ら
に
侮
*

せ
ら
る
、
に
至
ら
ん
於
、
若
し
國
會
が
絕
ぇ
ず
斯 

ふ
、
に
至
る
可
し
。
然
6
而
しy

合
衆
國
民
は
現
に
斯
か
か
る
權
謀
術
數
に
ょ
ろ
て
大
銃
領
の
足
下
に
蹂
國
せ
ら
る 

る
改
變
の
起
ら
ん
と
を
希
望
す
る
名
の
な
る
が
、
若
し
彼
.
、
と
あ
ら
ん
か
、
外
し
か
ら
す
し
て
立
法
部
は
國
民
多
數 

等
の
此
希
望
を
妨
ぐ
可
き
大
小j

切
.の
障
礙
於
除
去
甘
•ら
の
後
援
を
有
す
る
行
政
部
に
對
し
て
杭
爭
す
る
の
力
を
失 

れ
杧
6
と
せ
ん
/;
>
、其
結
粜
は
‘
«
し
て
如
何
な
る
可
き
や
、

ひ
遂
に
無
慘
な
る
隸
屬
の
狀
態
に
沈
淪
す
る
於
如
き
こ
と 

之
れ
吾
人
の
最
名
嚴
密
な
る
考
慮
を
費
す
可
き
點
な
ろ
と|

な
か
る
可
き
や
。
1|
會
が
其
獨
立
を
失
ひ
<
大
銃
領
の
酤 

す
。
國
民
は
不
裁
可
櫬
の
行
使
に
對
し
て
喝
采
す
。
彼

等

.下
に
屬
伏
す
る
.に
至
ら
ば
多
大
の
讚
美
‘と
尊
敬
を
傅
し
允 

は
婆
计
於
自
己
の
惡
代
表
者
な
6
と
信
宇
る
名
の
等
に
對
る
合
衆
國
の
憲
兔
は
根
底
ょ
，O
M
覆
破
壞
せ
ら
る
、
に
は 

し
て
’大
痛
棒
好
加
へ
ら
る
、
と
き
歡
喜
の
情
に
耐

•

へ，ず

し

至

ら

3'
'
る
可
き
や
。
三
權
分
立
、
相
•互
權
監
制
の
原
則
は 

て
絕
叫
す
。
彼
等
は
立
法
の
貴
任
を
有
す
る
に
名
狗
ら
岁
•如
何
な
る
蓮
命
に
遭
遇
す
可
き
や
。

國
民
の
威
情
の
無
節 

遅
疑
逡
巡
不
決
斷
極
ま
れ
る
國
會
に
對
し
て
大
統
領
於
彼
制
な
る
激
發
に
對
し
て
は
如
何
な
る
制
抑
を
加
へ
辱
可
き 

等
が
現
t
有
す
る
所
の
意
見
を
提
げ
て
肉
迫
す
る
乙
と
を
や
。
若
し
斯
か
る
狀
勢
が
其
論
理
的
徑
路
を
底
ふ
て
進
み
、
 

見
て
、彼
を
以
て
彼
等
の
選
手
な
ろ
と
拍
手
す
。
若

し

合

衆

：且
つ
歷
代
の
^
統
領
妒
判
官
庙
命
の
權
能
を
利
用
し
て
最 

國
歷
代
の
大
^
^
に
し
て
國
民
の
賞
讃
を
傅
せ
ん
於
爲
徒
高
法
院
.の
欧
革
を
行
61
、
.國
民
の
意
を
迎
へ
ん
於
爲
め
に

.法
律
を
曲
解
す
る
於
如
き
徒
を
以
て
同
院
を
組
織
す
る
於 

如
き
こ
と
：あ
ら
ん
か
、
公
衆
の
感
情
は
遂
に
國
家
に
於
て 

最
高
の
權
カ
者
と
な
ろ
、
國
政
は
悉
く
其
備
^
^
惡
に
よ 

，
り

て

左

右

せ

ら

る

、

に

至

ち

ん

。

然

ら

ば

B
家
は
全
く
浪 

沌
の
狀
態
に
陪
6
極
端
な
る
無
政
府
主
義
の
赌
代
を
現
出 

せ
ん
。(

未
究)

.
,

法
權
の
勝
迫
と
勞
値
組
合

.
高
橋

.誠
一
'
 

郞
t

博
學
な
る
某
學
者
は
紀
元
前
一
四
九
〇
ハ
牛
域
及
に
起
6
女
一 

'る
希
伯
來
_
瓦
エ
の
蜂
起
は
紀
元
後
一
八
九
ニ
年
の「

ス 

T
リ
I
ゾ
リ
ッ
デ」

級
績
職
工
同
盟|

能
エ
の
先
驅
を
な
せ
一 

る
名
の
に
し
て
、
此
當
槠
よ
ろ
し
て
勞
働
組
合
運
動
の
端 

.は
旣
に
發
せ
る
名
の
な
6
と
な
す
と
離
名
、
斯
く
の
如
きj  

推
斷
の
一
顧
を
價
せ
次
る
は
固
よ
6
の
こ
と
に
し
て
、

E
 

U

降
つ
て
彼
のH

リ
し
僭
正
於
一
五
三
八
年
、
グ
口
ン
ゥ 

H
.

ルU

報
告
し
て
ウ
イ
ス
べ
ツ
チ
な
る
ニ
十

1

名
の
製
靴

.
M
職H

舻
市
外
の
丘
岡
に
聚
合
し
、
三
名
の
同
盟
員
を
派 

し
て
全
製
靴
観
方
を
召
喚
し
、
•之
を
脅
し
て
賃
銀
の
®
額 

を

强

要

せ

ん

と

せ

，
り

i
爾
へ
る
が
如
き
斷
片
的
證
左
名
未 

だ
以
て
當
塒
r
於
け
る
勞
p
ff
i
合
の
存
ff
i
を
確
認
す
る
能 

はfo

る
な
-

CNO

.

.
勞
働
組
合
の
發
生
を
促
し
其
發
建
を
誘
致
し
*
石
？
の 

は
叢
し
十
八
®
紀
に
於
け
る
經
濟
的
箪
命
の
機
運
な 

謂
ふ
ま
で9

P

な
く
經
濟
的
萆
命
の
原
動
力
と
な
6
し
名
の 

は
機
械
の
使
用
な
-り
。
此
よ
6
以
前
に
在
6
<
は
總
て
機 

業
は
皆
な
家
內
エ
垛
內
に
於S

て
自
ら
勞
作
せ
る
に
親
方 

r -
依
つ
て
經
營
せ
ら
れ
、
.彼
等
は
自
己
の
使
麗
す
る
少
數 

の
夏
職
エ
と
其
^
»
關
係
竝
に
社
會
上
の
地
位
を
等
し
ぅ 

甘
6
。
然
る
に
機
械
力
の
使
用
は
大
工
場
制
度
の
勃
興
を 

促
し
、
製
造H

業
は
漸
次
大
資
本
主
の
手
に
移
6
ヽ
大
多 

數Q

職
工
は
自
ら
全
生
産
か
^ :
«
を
支
韶
し
、
生
產
資
料 

名
其
背
働
の
結
果
杧
る
製
作
品
$
共
'に
之
を
所
有
し
戈
る 

獨
立
生
產
者
の
地
位
よ
6
降
纟y

、
生
產
に
要
す
る
器
具 

名
其
結
果
^
る
製
品
を
7
^
所
有
す
る
こ
と
能
は
岁
、
終
世 

賃
鈒
勞
働
者
^
る
の
M
#:
に
墮
落
す
る
に
至
れ
み0

而
し



90

' 

.

雜

錄

. 

，

'
 

y

 

. 

. 

' 

s

.

て
エ
場
主
杧
る
廣
主
は
監
督
の
任
に
當
る
外
は
直
接
に
勞
に
强
大
な
る
經
濟
上
の
大
勢
に
從
ふ
に
至
れ
6

。
各
地
方 

作
す
る
こ
と
な
く
、
-#

然
杧
る
區
劃
«
其
社
會
的
地
位
に
若
し
く
は
都
市
の
治
安
刿
事
妒
工
業
關
係
に
從
つ
て
年
 々

於
て
其
利
害
關
係
に
於
て
、
«

主
と
勞
働
者
と
の
間
に
劃
勞
龈
率
を
制
定
し
杧
る
塒
代
は
去
6

て
勞
龈
は
夏
主
の
單 

せ
ら
れ
*

6

。 

’ 

_獨

U

て
定
む
る
所
と
な
れ
6

。
彼
等
は
高
率
の
勞
銀
を
以 

機
械
力
の
使
用
と
共
に
生
產
技
術
愈
々
多
樣
多
岐
と
な
一
一
て
多
數
の
勞
働
者
を
自
己
の
エ
掛
に
誘
致
し
、
然
る
後
漸 

f

M

主
，被
®

者
の
關
係
新
に
生
す
る
に
至
6

、商
業
亦
急

j

次賃率の削減を行へ單

1C

賃
率
の
み
な
ら
す
、
あ 

速
の
發
達
を
な
し
て
、
生
產
者
と
消
费
者
と
の
關
係
多
々
一
ら
ゆ
る
勞
働
條
件
亦
悉
く
®
主
の
所
定
に
係
6

、
勞
働
滕 

益
々
相
解
離
し
、
人
口
增
镟
の
結
果
と
し
て
經
濟
生
活
漸
間
の
如
き
名
次
第
t

趣
長
す
る
の
傾
向
を
有
し
、
機
械
の 

次
複
雜
以
虔
を
加
へ
、
交
易
の
發
達
及
び
自
然
法
學
說
の
一
改
a

は
勞
働
滕
間
短
縮
の
因
と
な
ら
申
し
て
、
反
つ
て
之 

普
及
と
共
に
次
第
に
强
固
と
爲
れ
る
人
民
の
自
覺
心
は
國
於
延
長
を
促
せ
6

。
少
年
エ
及
び
女
エ
は
鑛
山
に
於
て
さ 

家
的
權
方
に
依
る
と
將
t

叉
組
合
的
强
制
權U

依

る

と

を
.

へI

 

H

十
六
七
塒
間
の
勞
働
を
强
ひ
ら
.
.る
、
を
見
^

6

。 

問
は」

>

總
て
職
業
.の
自
由
に
對
す
る
制
限
及
び
拘
束
を
以
斯
く
の
如
く
に
し
て
新
產
業
制
度
働
者
の
健
康
、
道 

<

自
然
に
現
る
可
き
經
濟
上
の
利
溢
を
檢
朿
し
、
國
民
經
一
德
及
び
昝
性
の
上
に
»

せ
る
結
果
は
實
に
酸
鼻
の
極
な
6

 

濟
の
發
展
を
無
益
に
阻
害
す
る
者
な
6

と
思
惟
せ
ら
る
、

j

し
な
6

。 

.

に
至
6
、
彼
の
職
業
組
合
制
度
の
如
き
全
然
社
會
よ
ぅ 
一\

是
に
於
て
手
、
十
八
世
紀
の
交
英
國
勞
働
者
は
相
團
結 

掃
し
去
ら
れ
杧
9
。
而
し
て
從
來
勞
銀
、勞
働
擗
間
、徒

弟！
し
て
榄
暴
な
る
工
場
主
に
對
抗
し
、
旣
に
崩
壊
せ
る
昔
塒 

使
傭
の
條
件
其
他一

切
の
生
產
條
件
を
律
し
、
M
職

工

及

のH

業
制
度
の
復
活
を
計
ら
ん
i
せ
A
ノ。
當
初
彼
等
'が
此 

び
徒
弟
對
麗
主
及
ぴ
親
方
の
關
係
を
制
艰
せ
ん
と
努
め
欠„ 
s
的
の
爲
め
に
取
6
tc
る
手
段
は
純
然
^
る
合
法
的
の
^> 

ゐ
國
家
は
玆
に
總
て
を
拋
棄
し
て
、
a
家
權
力
よ
6
名

更

め

'に
し
て
、
刺
へ
ば
毛
織
物
業
の
勞
働
者
が
十
八
世
紀
の

91

韌
年
に
於
<
治
安
刿
事
が
勞
銀
の
制
規
を
行
は
次
る
に
至 

る
よ
6

連
署
し
く
賃
率
の
決
定
を
之
に
請
願
し
杧
る 

於
如
き
^

な
6

。
而
し
て
當
赌
に
在
6

'て
は
^
リ
ザ
ベ
ス 

朝
の
徒
弟
法
猶
ほ
其
效
ヵ
を
有
し
杧
れ
ば
同
盟
せ
る
勞
働 

者
は
該
法
に
違
犯
し
-f
o

る
*
主
を
告
發
し
て
自
家
の
境
遇 

の
困
難
を
觅
れ
ん
と
努
め
.̂
;
^

^

然
れ
ど
％
斯
の
免
き

#

\  

働
者
の
請
顺
は
，直
ち
に
痛
主
の
反
對
請
願
を
以
<
答
へ
ら 

れ
^

/

,

而
しV

治
安g

事
は
狻
者
に
左
別
す
る
の
態
度
に
— 

出
で
杧
6

0

徒
弟
法
違
犯
の
判
決
を
受
け
允
る
麗
主
は
議 

會
に
對
し
て
同
法
の
停
止
若
し
く
は
廢
止
を
請
顺
せ
6

。

其
結
巣
議
會
は
逐
年
特
殊
のH

業(

毛
織
_

業
は
其
一
例
.

)
j 

に
對
しv

同
法
の
效
カ
を
停
止
し
、
後
年
に
至
つ
て
全
然 

之
を
廢
北
せ
6

0

加
之
幾
多
重
要
な
るH

業
に
在
6

て
は 

縱
令
徒
弟
法
は
其
形
の
み
嚴
然
と
し
て
存
在
す
る
名
、
然 

?
實
際
上
何
等
の
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
勞
«/

者
~ 

は
已
む
な
く
法
律
上
の
保
議
を
議
會
に
請
願
す
れ
ば
、
議
. 

會
f
t

却
つ
V

M

主
の
反
對
請
願
に
動
さ
る
い
の
有
欉
な 

6

0

斯
く
て
法
律
上
の
援
肋
の
全
然
賴
む
可
ら
次
る
を
見 

杧
る
勞
働
者
は
妓
に
其
注
意
を
S

助
の
方
面
に
^

け
ft

, 

'
儺
'

錄

6

0

彼
等
は
同
盟
耀
エ
の
手
段
に
依
つ
<
其
要
求
を
貫
撤 

せ
ん
I
J

せ
6

。
然
3

當
赌
彼
等
の
行
へ
る
同
盟I

能H

は
餘 

7リ
に
幼
稚
な
る
名
の
に
し
て
到
底̂
]

期
の
0

的
を
|̂

す
こ 

と
能
は
次
6

き
。
同
盟
褪
エ
失
敗
の
結
果
と
し
て
當
然
襲 

び
來
れ
る
艱
難
は
®
び
彼
等
を
驅
つ
て
議
會
に
請
願
す
る 

の
擧
に
出
で
せ
し
め
把
6

。
洵
に
シ
^

リ
ダ\
の
爾
へ
る 

が
如
く「

勞
働
者
は
其
請
願
、

S

多
少
の
注
意
を
以
て
受
理 

せ
ら
れ
、.
自
家
の
困
窮
の
狀
於
酌
量
せ
ら
，る
可
き
一
縷
の 

希
望
を
有
す
る
に
至
る
や
、
直
ち
に
其
結
合
は
悉
く
解
か 

め
て
.

一
に
救
濟
を
議
會
の
公
疋
と
仁
富
に
俟
つ
に
至
れ 

る
な
-

o,  
10

當
一̂

の
結
合
は
固
ょ
6

«
然
女
る 

一
.«

的
の
^P

.

の
に
し 

て
、
勞
働
者
《
*
主
に
或
種
の
不
平
を
抱
苷
單
嫩
な
る
要 

求
を
以
て
、
之
を
滿
足
せ
し
む
る
乙
と
能
はf

o

る
を
見
る 

や
、
直
ち
に
同
盟
罷
エ
を
行
ひ
、
其
罷H

中
は
勞
働
を
繼 

續
し
つ
、
ぁ
る
同 

一■
職
業
の
伸
間
ょ
6

救
助
を
得
る
の
常 

な
：A
G

然
？
罷
エ
に
しV

目
的
を
達
し
、
若
し
く
は
失
敗 

に
終
ら
ん
か
、
結
合
は
速
^

に
解
か
る
、
な
6

0

遮
莫
、

. 

斯
く
の
如
き
方
法
に
據
て
得
^
る
權
金
は
長
期
に
延
る
词

.
九4



盟
揺
：

H

に
際
し
y

tt

克
く
罷h

者
の
生
計
を
維
持
ず
.る
能 

t

t

ず
。
加
之
數
度
の
請
願
の
爲
め
に
議
會
に
费
し
杧
る
余
，
 

額
頗
る
多
く
、
到
底
貧
窮
な
る
勞
働
者
の
寄
附
の
.み
を
以 

V

、
獅
ふ
に
足
ら
次
み
し
を
以
て
當
勒
.

一
時
的
の
性
1

を 

有
す
.る
に
過
ぎ
^

6

し
結
合
に
代
つ

<

永
續
的
の
同
®

!:
. 

生
匕
、
愈
ょ
痛
酷
を
極
め
ん
と
し
っ
、
ぁ
る
麗
主
の
抑
壓 

に
對
抗
せ
ん
i

す
る
に
至
れ
6

。

此
穂
の
同
盟
は
初
め
同1
地
の
同一

工
業
に
從
事
す
る 

全
勞
働
者
を
包
合
し
、
其
寄
附
金
額
の
如
き
S

偏
に
同
盟 

員
の
g

由
意
志
に
任
せ
ら
れ
^

6

0

然
れ
と
名
平
塒
に
在 

6

 V

は
怠
惰
な
る
同
盟
者
は
組
合
的
！5
»

を
失
ひ
、
毫
？ 

基
金
を
醵
出
す
る
こ
と
な
く
、
■
心
な
る
同
盟
員
の
み 

獨
6

多
額
の
_

金
を
負
擔
す
る
の
有
櫞
ベ
作
ば
、
玆
に 

熱
心
な
る
勞
働
#

の
み
相
結
ん
で
一
定
額
の
醵
出
を
定
»
 

更
に
小
數
の
'
强
固
な
る
組
合
を
紐
織
せ
6

。
然
S

W

主
と 

0

間
に
不
和
を
生
匕
談
判
不
調
と
な
ろ
杧
る
曉
に
は
組
合 

外
の
勞
働
者
名
來
ゲ
て
之
れ
に
投
岁
る
の
常
な
6

き
。
此 

種
組
合
の
主
杧
る
目
的
は
議
會
に
對
す
る
請
願
、
不
法
の 

行
爲
あ
6

女
る
M

主
の
告
發
及
び
同
盟
罷H

に
際
し
て
罷

^

者
を
支
給
す
る
の
點
に
在
6

0

之

に

加

.へ

て

其

組

合

員 

が
職
を
求
め
ん
於
爲
め
に
他
地
方
に
赴
く
に
際
し
て
之
を 

援
助
し
、
病
者
を
扶
養
し
、
死
者
の
：葬
儀
費
用
を
支
出
す 

j

る
等
の
行
爲
を
な
せ
，9
。 

,

(

5
 

‘

英
國
の
勞
働
組
<

ロ
に
、し
て
半
他
紀
以
上
繼
續
せ
る
$
の
は 

其
創
立
當
塘
の
歷
史
に
伴
へ
る
幾
多
小
說
的
の
傅
a

を
有 

せ
深
夜
原
頭
に
於
け
る
有
志
の
密
會
、
地
底
深
く
煙 

靡
せ
る
記
織
，函
、藤
密
の
誓
約
、長
年
月
に
瓦
る
幽
囚
等
は 

\

孰
れ
S

由
來
久
し
き
勞
働
組
合
の
昔
®

に
殘
る
所
な
6

。

一
a

#

ば
昔
話
^

な
る
偽
說
？
多
少
事
*

の
甚
礎
な
き
に

S

 

一
ら
ず
.

殊
に
一
七
九
九
年
よ
6

1

八
ニ
四
年
に
瓦
1

6

<
發 

I

働
者
の
紐
合
結
社
於
法
律
を
以V

禁
Jf
c

せ
ら
-れ
允
る
滕
代 

|

に
於
て
殊
に
彼
等
の
苦
_

は
甚
し
於
.
り
し
な
6

。

一
勞
働
者
の
組
合
組
織
を
以
て
自
家
の
利
益
を
脅
さ
れ
忆 

る
企
業
家
は
固
よ
6

默
し
て
止
ひ
の
愚
を
溃
岁
る
名
の
に 

あ
ら
ず
。
十
八
世
紀
の
勒
年
よ
6

し
<
屢
々
發
布
せ
ら
れ 

•1
C

る
特
殊
工
業
に
於
け
-Z
,

勞
«/

者
の
結
11

を
禁
勝
す
る
の 

法
令
は
未
だ
以
-C

其
目
的
を
達
す
る
に
充
分
な
ら
す
と
な

し
、
彼
等
》
議
會
に
請
願
し
て
各
©

エ

業

を

通

^

て

有

效 

な
る
組
-合
攀
止
法
の
通
過
を
計
れ
ろ
。
斯
く
て
彼
等
の
喪 

求
は
一
七
九
九
年
ジ
ョ
ー
•チ
三
世
の
第
三
十
九
年
法
律
第 

八
十
ー
號
2

爲
つ
て
現
れ
、
總
て
の
結
社
は
絕
對
的
に
禁 

Jk
せ
ら
る
、
に
至
れ
6
C.

.這
般
の
斷
然
杞
る
措
置
は
如
何
な
る
理
由
に
基
き
て
發 

■
し
杧
る
名
の
な
る
や
、
何
等
說
明
せ
ら
る
、
所
な
し
と
雖 

名

、

ョ
I

グ
ン
尤
ヤ
及
ぴ
ラ
ン
ヵ
ス
シ
工
ヤ
機
業
勞
働
者 

間
に
於
け
る
勞
働
紐
合
的
運
動
の
著
大
な
る
發
達
は
蓋
し 

其
直
接
の
：動
機
杧
6

し
な
る
可
し
。
此
法
案
は
頗
る
卑
急 

に
議
會
を
通
過
し
、
词
法
案
r

初
め
<
靡
民
院
に
提
出
せ 

ら
れ
.
て
よ
6

國
王
の
裁
可
を
經
る
迄
僅
に
ニ
十
四
日
を
費 

せ
る
の
み
。
事
情
斯
く
の
如
く
な
れ
ば
.殆
ど
同
法
案
の
規
_
 

定
に
就
き
て
抗
議
す
る
の
餘
裕
な
く
、
唯
だ
偸
敦
キ
ャ
ラ 

n

染
エ
組
合
が
反
對
の
請
願
を
な
せ
る
の
み
な
6

。
而
し 

て
他
の
勞
働
組
合
好
何
等
の
運
動
を
開
始
せ
ヤj

る
間
に
此 

法
案
は
毫
末
の
修
；止
を
經
岁
し
て
成
法
と
な
れ
る
f

o
 

翌

1

八
〇
〇
年
七
月
廿
九
B

の
法
律(

ジm

丨
デ
三
世 

第
四
十
年
法
律
第
六
十
號)

.

ri

更

に

前

年

，の

組

合

禁

止

法 を
修
正
し
て
不
完
全
な
る
伸
裁
に
關
す
る
項
目
を
附
加
せ 

A

V

0

斯
く
て
賃
銀
增
抓
、
勞
#

脖
間
短
r f

を
！

H
I

的
と
せ
る 

.

約
定
を
厳
禁
し
、
結
社
の
目
的
を
以
て
す
る
集
合
、
同
盟 

一
及
び
金
錢
の
寄
册
は
禁
制
を
受
け
、
法
を
犯
す
名
の
は
禁 

錮
及
び
懲
役
の
苦
を
嘗
め
次
る
可
ら
少
、
犯
罪
告
訴
人
は 

其
組
<
p.

の
共
有
財
産
を
沒
收
す
る
の
權
利
あ
る
？
の
と
な 
\

^

れ
允
6

。
固
よ
6

此
法
律
は
勞
働
者
と
等
し
く
麗
主
の 

|

結
社
を
$

併
せ
禁
b

fc
6

と
雖
S

、
斯
法
實
施
の
有
欉
を 

j

見
れ
ば
兩
者
«

決
し
て
.公
平
な
る
待
遇
を
受
く
る
こ
と
な 

j

か
6

き
。
而
し
て
假
令
法
官
の
手
は
公
平
無
私
71
6

し
と 

す
る
％
、
當
峙
の
新
エ
業
制
度
に
於
て
は
單
獨
な
る
麗
主 

I.
.

は
優
に
幾
多
の
同
盟
結
社
と
對
等
の
#

力
を
有
し
#

^

6

 

ー
し
な
6

。
沟
に
ジ

H
.

ッ
.

フ
レ
^
'

卿
の
謂
へ
る
が
如
く
、
單 

I
.

獨
な
る
企
業
家
は
自
己
の
與
へ
ん
と
#
す
る
賃
銀
を
拒
む 

|

勞
働
者
に
對
し
て
は
縱
令
其
數
百
人
に
<

名
千
人
に
て
$

(

同
滕
に
悉
く
之
を
放
逐
す
る
.̂

と
意
の
儘
な
る
％
、
然
3
 

雇
主
於
其
要
求
す
るI

只
銀
額
を
支
給
す
る
こ
と
を
拒
み
^
 

る
が
«

め
に
、
他
に
移
ら
ん
と
す
る
勞
働
者
の
全
部
は
不 

法
.
の
.行
爲
と
し
て
所
»3

せ
ら
る

%

1C

至
-

り
し
な
.
-
0

0

加
之



04

雜

錄

： 

y
.

 

'
'

何
^

洛
企
業
家
の
結
社
を
摘
發
す
る
名
の
な
く
、一

八

一 

，四
年
利
器
匠
親
方
は
公
々
然
シ
チ
ッ
プ
1

ル
ド
商
工
同
盟 

を
締
結
し
杧
6

。
此
法
權
壓
迫
の
滕
代
を
通
ヒ
幾
千
の
勞 

働
者
於
結
社
の
罪
に
W

吟
し
つ
、
ぁ
る
間
に
、
吾
人
は
一
，
 

人
の
®

主
名
同一

罪
名
の
下
に
.處
罰
せ
ら
れ
允
る
者
ぁ
る

V

 

§

.
議
會
を
促
し
て
組
合
禁
业
法
の
通
過
を
速
於
な
ら
し
め 

る
間
接
の
原
動
力
：

a

當
塒
英
隱
人
士
の
頭
腦
を
支
配
し 

杧

る

ニ

：流

の

思

潮

な

6

。
卽
ち
其
一
は
彼
等
於
佛
蘭
西
革 

命
の
黑
き
影
に
補
へ
ら
れ
て
殆
ど
今
日
よ
6

は
信
す
可
ら 

次
る
底
の
恐
怖
を
以
て
庶
民
の
同
盟
結
社
を
跳
め
お
る
こ 

■と
是
な
6

0

フ
ラ
ン
シ
ス
、
プ
レ
ー
ス
氏
の
晋
人
に
談
れ 

る
如
く
、
組
合
禁
止
法
は
勞
働
者
の
恐
る
可
き
勒
索
を
阻 

北
し
、
農
商
エ
其
他
國
家
の
全
部
を
破
却
す
る
を
防
ぐ
於 

爲
め
に
緊
切
な
る
必
S

手
段
な
6

と
思
惟
せ
ら
れ
:̂

6

0
 

而
し
て
彼
等
は
叉
«

Hf
e

の
結
社
と
勞
働
者
の
結
社
と
を
同 

1

に
観
察
す
る
乙
と
能
は
ず
、
前
者
肇
に
產
業
上
の 

不
應
爲
に
過
ぎ
ぎ
る
$
、
後
者
は
芷
に
政
治
上
の
罪
過
を

九
-

.

以
て
論
ず
可
き
S

の
な
6

と
爲
し
、
勞
働
者
の
徒
黨
反
恍 

は
哲
に
賃
銀
の
上
|1

を

忌

む

企

業
|?
|^
級

の

反

對

を

促

し
 

杧
る
の
み
な
ら
ず
、
復
以
て
民
主
的
制
度
に
對
す
る一

般 

|

爲
政
家
の
僧
惡
を
甚
し
か
ら
し
む
る
の
.
素
因
i

な
6

し
な 

6

0

第
二
は
ァ
ダ
ム
、
ス
ミ
ス
及
ぴ
其
學
徒
の
誠
吹
せ
る 

\

新
經
濟
學
說
楚
な
.
，り
。
ス
三
ス
於

其

大

著

「

_
富
の
本
質 

|

及
び
原
因
の
將
究J

の
稿
を
起
し
允
る
は
巴
里
に
於
け
る 

十
ニ
ヶ
月
の
滯
在
を
終
へ
<
、
英

國

に

歸

る

後

に

し 

て
佛
國
百
科
學
派
へ
ル
グH

シ
ュ
ー
ス
友
び
其
書「

精
神
論」 

の
感
化
を
受
く
る
さ
と
甚
し
く
其
個
人
主
義
的
經
濟
學
說 

\

は
全
然
組
合
の
原
則
を
.
駁
擊
し
、
之
と
殆
ど
相
容
れ
次
る 

一
自
由
の
觀
念
を
唱
道
せ
.
6

。
而
し
て
彼
の
學
說
は
深
く
英 

國
人
士
の
頭
腦
に
浸
染
し
て
組
合
禁
此
法
發
布
の
間
接
の 

原
因
と
は
な
れ
る
な6
0

組
合
禁
止
法
は
同
滕
に
叉
勞
働
者
使
傭
に
關
す
る
從
前 

の
法
律

(

卽
ち
特
にH

リ
ザ
べ
ス
朝
の
徒
弟
法
を
©

す

)

於
尙
ほ
效
力
を
存
し
、
夏
主
と
勞
働
若
と
の
間
に
生
匕
兌
，
 

る
紛
ー%

•»
#

裁
々
判
の
列
定
を
俟
つ
可
き7
5
P

の
な
る
こ
と 

を
，規

定

せ
6

。
然
4

ど
？
此
規
定
》
何
等
の
效
カ
を
有
す

95f

ふ
％
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
從
來
法
廷
は
徒
弟
法
違
反
の
®
 

主
に
對
し
て
單
に
表
面
の
み
の
有
罪
鄉
決
を
下
し
t

る
に 

過
ぎ
梦
。
伸
裁
々
刿
の
如
き
は
法
文
面
の
外
那
邊
に
％
存 

在
す
る
こ
と
あ
ら
3'
'

-
0

し
な
<
:
 ̂

™ 

然
6

と
雖
名
、

一
度
旗
え
出
で
^

る
.勞
働
組
合
の
萌
芽
一 

は
法
權
の
壓
迫
の
爲
め
に
容
易
に
萎
凋
す
る
名
の
に
あ 

參

。
彼
等
は
共
濟
組
會
の
名U

隱
れ
•て
所
期
の
目
的
を 

貫
徹
す
る
を
怠
ら
^

6

き
。
實
に
十
九
世
紀
の
勒
世
に
在 

6

て
は
眞
個
の
共
濟
組
合
と
勞
働
組
合
と
を
區
別
す
る
こ 

と

_

か

シ

し

な

6

。 

I 

.

一
八0

九
年
以
來
獨
6

毛
織H

業
に
對
し
て
の
み
廢
业 

せ
ら
れ
*

る
徒
弟
法
は
、
終
に
ー
八
ー
四
年
の
法
律(

ジ 

m

丨
ジ
三
世
第
五
十
四
年
法
律
第
九
十
六
號)

を
以
て
全 

然
廢
止
せ
ら
れ
*

6

。
M

主
は 

一11
1

紀
以
上
に
^

る
奮
闘 

の
後
初
'め
て
其
切
望
せ
る
徒
弟
法
の
廢
止
を
得
て
、
外
し 

き
以
前
旣
に
事
實
と
し
て
收
め
得
允
る
勝
利
を
兹
に
形
式
一 

上
.
に
於
て
名
亦
羸
ち
得
杧
6

し
な
6

。
斯
く
て
職
業
組
合
. 

•の
制
度
と
其
齡
を
等
し
く
せ
る
工
業
制
度
は
終
に
法
律
上 

撤
廢
せ
ら
る
ぐ
に
至
れ
る
な
6

。
遮
莫
、
同
法
は
長
く
名

雜

錄

/

 

-

の
み
嚴
と
し
て
傳
は
6

し
名
、
實
際
上
に
於
<

は
毫
名
效 

力
を
認
め
ら
れ
梦
、
其
所
定
は
旣
に
新
經
濟
社
會
の
實
際 

に
適
用
す
る
乙
と
能
は
^

る
？
の
と
し
て
之
を
顧
み
る
？ 

の
な
く
、
萬
人
悉
く
新
法
の
制
究
を
以
て
刻
下
の
1!
務
な 

ろ
と
せ
6

0

而
し
て
一
部
の
人
士
は
同
潘
の
改
訂
を
望
み
、
 

他
は
同
法
の
絕
對
的
撤
廢
を
求
め
女
6

0

請
願
は
雨
派
の 

意
見
を
代
表
し
て
議
會
に
提
出
せ
ら
れ
杧
6

0

三
十
萬
人 

の
名
を
連
ね
把
る
請
願
書
は
同
法
の
改
芷
を
®

求
し
、
之 

好
廢
业
の
請
願
は
ニ
千
名
の
署
名
を
有
せ
6

。
當
初
勞
働 

者
側
の
意
見
に
^

を
倾
け
次
6

し
委
員
長
$

終
に
其
«
を 

變
ず
■
る
‘
程
な
6

し
於
、
麗
主
侧
の
®

a

、は
«

#

を
左
«
す 

る
の
力
を
有
し
、
ヶ
ン
一
一
ン
ダ
等
は
同
法
の
改
正
を
以
て 

廢
Jh

に
優
れ
6

と
な
す
の
意
見
な
6

し
$
討
論
は
採
決
の 

聲
に
葬
6

去
ら
れ
て
、j

一
 

八
一
四
年
七
爿
ナ
四
日
»

|6

法 

»

全
部
廢
止
.
の
運
#

に
遭
遇
せ
る
な
6

。

然
れ
ど
3

徒
弟
法
は
旣
述
の
如
く
最
重
栗
な
る
諸
般
の 

H

業
に
對
し
業
に
久
し
◊

效
力
を
有
せ
次
6

し
を
以
て
、 

同
法
廢
止
の
結
果
は
勞
働
者
に
取
6

«

際
上
さ
$

重
大 

な
ら
ず
0

:之
が
爲
め
に
其
境
遇
一
層
困
難
に
陷
る
於
如
き

九
五



9(5

-
.

.雜

..
錄

.
' 

'

こ
i

有
ら
^
.

り
し
と
雖
？
、
此
に
看
過
す
可
ら
^

2>
.

%

の
' 

は
勞
儆
者
以
心
胸
に
與
へ
把
る
深
き
印
象
に
し
'

1

|:
:
 

以
て
自
已
の
勞
働
條
件
を
改
善
せ
ん
と
の
希
望
全
く
絕
え 

把
る
こ
と
是
な
6

。
法
は
獨
6

自
ら
劢
く
る
.
こ
1-
を
得
る 

者
を
助
く
、
@
己
の
«

遇
を
改
善
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
須 

く
先
づ
s

d

の
力
1C

依
ら
次
る
可
ら
梦
と
の
觀
念
愈
々
强 

き
を
加
.
へ
杧
，
り
。

「

猶

ほ

同

法

廢

止

の

理

論

上

.の
影
#

を
'論 

.步
れ
ば
法
律
上
勞
働
は
一
個
の
貨
物
に
外
な
ら
^

る
に
至 

6

、
勞
働
者
は
卽
ち
此
货
物
の
販
寶
者
に
し
-c

、
勞
働
契 

約
の
條
件
は
偏
へ
に
*

主
被
|屉
者
の
合
意
に
由
つ
て
定
咬 

6

、
_
家
は
之
に
干
涉
せ
之
る
て
と
宛
$
他
の
贽
賈
契
約 

i

等
し
き
を
見
る
に
至
れ
る
こ
と
是
な
6

0
 

- 

.

勞
懷
の
sc
m

^

^

者
の
關
係
に
立
法
的
干
涉
を
試
み
岁 

i

の
原
則
よ
6

徒
弟
法
を
廢
止
し
杧
6

と
す
作
ば
、
.同
一 

の
諭
法
は
叉
同
滕
に
組
合
禁
止
法
の
廢
止
を
要
求
せ
次
る 

苽
ら
次
る
な
6

。
卽
ち
勞
働
者
は
果
しV

、

勞
働
て
ふ
商
品 

を
販
ぐ
者U

外
な
ら
す
と
せ
ば
、
彼
は
軍
獨
な
る
と
他
と 

連
<
2

す
，る
と
を
問
は
^
、
其
商
品&:價

格
を
上
騰
せ
し
め 

ん
好
.
爲

め

に

之

を

一

滕

市

場

よ

6

撤
す
る
の
自
由
を
有
す

丸
六

'る
理
に
し
て
之
を
禁
ず
る
は
#
に
寶
貿
行
爲
に
對
す
る
法 

.
律

め

千

涉

に

外

な

^ -

次
る
な
6

0

然
^p

爾
ほ
大
企
業
家
の 

議
會
に
於
け
る
勢
力
は
偉
大
.に
し
て
同
法
は
容
易
に
撤
廢 

|

せ
ら
る
可
く
名
見
え
次
る
間
に
英
國
勞
働
者
の
境
遇
は
次 

第
に
凶
惡
2
.
爲
6

行
き
っ
、
あ
る
な
6

。

' 

ニ 
四

) 

.

、

~

 

.

\ 

.

英
國
勞
働
者
の
境
遇
於
悲
慘
を
極
め
^

る
.こ

と

ナ

ポ

レ 

|

ォ
ン
戰
役
後
の
十
年
間
の
如
き
は
蔻
し
豨
な
6

。
兵
役
を 

解

か

れ-^
る

數

千

の

勞

働

者

は

職

を

得

る

こ

と

能

は

梦

し 

| 

V

路
上
に
群
集
せ
6

。

ー
機
械
の
發
明
は
幾
&
千
の
勞
働 

|

者
を
解
麗
せ
し
め
杧
6

。
平
和
锬
復
と
共
に
起
6

把
る
物 

價
の
下
落
は
«
主
等
を
し
て
公
然
^

を
^
藤
し
て
賃
艱
削 

.
減
の
約
を
結
ば
し
め
允
6

0

賃
率
下
落
は
急
速
の
勢
を
以 

て
勞
働
者
階
級
を
襲
.
へ
6

。
1

に
し
て
援
を
議
會
に
求 

め
ん
か
、彼
等
は
其
自
助
の
信
念
に
背
く
な
6

、然
ら
ば
@ -
'

一
肋
的
手
段
に
其
救
濟
を
求
め
ん
於
_

は
法
律
上
の
罪
名 

を
受
く
る
な
6

。
而
し
て
此
不
條
理
な
る
法
律
は
®
に
不 

條

理

に

施

行

せ

ら

れ

つ

、
あ

る

な

6

。
然
れ
と
％
あ
ら
ゆ 

.
る
迫
害
名
組
合
の
精
神
を
游
滅
せ
し
む
る
と
能
は
梦
、
發

.

働
組
合
の
組
織
は
今
や
谷
«

業
を
通
匕
て
普
ね
が
ら
ん
と
多
の
爲
政
家
•は
組
合
禁
止
法
を
勵
行
す
る
は
害
の
：み
徒
ら 

せ
6

0

組
合
禁
北
法
は
單U

他
の
社
會
階
級
に
對
す
る
勞
に
多
く
し
て
利
益
少
き
と
を
信
宇
る
に
至
6

、

一

八
ニ
三 

働
者
の
感
情
を
苦
'

S

ら
し
め
、
彼
等
の
間
に
不
信
僧
惡
及
年
に
は
コ
グ
ン
ッ
リ
ー
選
出
の
代
®

士
.ビ
ー
タ
I

、
ム
I
 

び
絕
璧
の
念
を
»

き
、
善
惡
の
判
斷
を
滅
失
せ
し
む
み
の
ァ
.は
組
合
禁
业
法
の
撤
囘
及
び
麗
主
對
勞
働
者
間
の
不
和 

效
カ
を
有
せ
る
の
み
。
當
滕
に
於
け
る
組
合
は
固
よ
6

_
 I

を
決
定
す
可
き
伸
裁
々
^

^

の
設
置
に
關
す
る
®

^

を
爲 

.

密
結
社
の
性
質
を
有
し
、
.彼
等
は
戰
慄
す
可
き
誓
約
を
以
せ

6

0

而
し
て
法
律
の
不
公
平
、
刑
罰
の
哉
酷
は
次
第
に 

て
其
組
合
員
を
拘
束
し
F

期
の
目
的
を
達
せ
ん
と
爲
め
.
.
.一一

般
人
士
の
著
眼
を
促
し
、
.一
八
ニ一

四
年
議
會
は
ジ.H

I

セ 

に
■
»

如
例
な
る
嫌
惡
す
可
き
.
罪
名
に
^p

嚇
3

る

、

と

な

か

j

ラ
、
ヒ
ユ
ー
ム
等
の
特
;i

«
委
員
を
選
任
し
て
組
合
禁
止
法 

'

1

0

單
純
な
る
組
合
を
組
織
す
る
S

罰
.
せ
ら
れ
狼
籍
の
施
行
の
結
果
を
調
查
せ
し
め

^

ヶ
？
院
外
に
在
6

て
多
大 

所
業
を
敢
て
す
る
名
罰
せ
ら
る
、
當
赌
敎
W-

程
度
の
低
き
の
援
助
を
委
員
等
に
與
へ
杧

.
る
ぢ
の
-
は
プ
ー
フ
ン
シ
ス
、
プ 

勞
働
者〗 a

其
生
活
難
に
驅
ら
れ
て
熟
慮
の
暇
免
な
く
最
上1

レ
I

ス
な
6

0

彼
は
素
i

裁
縫
職
な
6

し
が
二
八
一
八
年 

の
防
衞
手
段
と
し
.て
過
激
の
擧
に
出
で
し
は
敢
て
怪
む
に|

業
を
其
子
に
讓
6

て
.
1

身
を
社
會
問
題
に
委
&
る
に
至
ん 

足
ら
次
る
な
6

0
斯
く
て
‘大
#

•»

は

一

八
一
九
年
、
一
八
二
.

し
な
，り
。
委
員
は
非
常
な
る
熱
心
を
以
て
事
實
の
調
査
を 

〇
年
及
戊
一
八
ニ
三
年
グ
ー
フ
ス
ゴ
ー
、.
パ
ィ
ス
レ
ー
及
び
行
ひ
、

*

上
述
せ
る
炉
如
き
組
合
禁
止
法
施
行
の
慘
«
允
る 

.

其
附
近
の
.
地
方
に
起
6

機
械
の
使
用
は
妨
害
せ
ら
れ
、
機
結
果

e

擧
げ
、
更
に
大
政
治
家
的
の
.態
度
を
以
て
勞
働
契 

槭
は
破
壞
せ
ら
.
れ

、
，人

は

傷

害

せ

ら

れ

て

死

.
に
至
る
名
の
|

約
のi:

兀
全
な
る
自
由
を
主
張
せ
6

0
 I

I

て
1

A

ニ
四
年
ヒ 

す
ら
.有
A

ソ
き
。
■

ユ
ー
ム
等
急
進
黨
員
の
動
議
を
以
て
.
組
合
«
业
法
は
撤
廢 

斯
く
の
如
き
慘
儋
^
る
結
果
は
長
ぐ
識
者
の
注
意
を
惹
せ
ら
れ
年
り
0 

セ
か
ず
し
て
終
る
名
の
に
ぁ
ら
ず
。

r

八
ニ
0

年
代
よ
ろ
1

•:然
名
從
來
の
讅
惡
法
の
及
ぼ
せ
る
惡
果
た
各
勞
靈
社 

•

:

雜

錄

.

'

允
七

.



•

、
雜
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錄

- 

' 
' 

,

九
八
：

■

の
秘
密
組
織
と
手
段
の
兜
暴
は
一
片
.
舐
令
を
以
て
客
氣

g
由
を
得
、：：國
體
契
約
の
.權
利
此
に
初
处
て
余
き
を
得
把

1C

除
去
せ
惠
可
ぐ

1

ら

少

。

長

き

、惡

法

，の

壓

迫

は

勞 

働
者
階
級
の
性
格
を
墮
落
せ
し
め
セ
ろ
。
姐
合
禁
止
法
の 

廢
丘
呔
組
合
の
數
を
急
速
に
增
加
せ
し
め
、
.胃
踌
に
之
に 

■

伴
へ
る
放
逸
の
所
業
を
增
加
せ
4

0
翌

I

八
ニ
五
■
め
會 

期
開
く
る
i

典
に
全
國
の
企
業
家
は
悉
く
憤
起
し
、
：b

ユ 

I

ム
、
プ
レ
ー
ス
等
は
反
動
の
危
險
を
a'

きy

勞
働
組
合 

を
®'

：§
tc
6

。
同
年
四
月
ハ
ス
キ
ッ
ソ
ン
の
動
議
を
以V

 

特
別
委
員
を
選
任
し
、
ニ
十
四
苹
の
法
律
の
結
果
を
鄺
査 

,

せ

し

む

る

こ

と

、
な

れ

-C
N
0

脖
の
造
幣
厨
長
ヮ
ル
レ
ー
ス 

委
員
長
f

 

0 

然
れ
ど
ぢ
幸
に
しH

事
實
調
査
の
結
果
はr

o
i

で
重
大 

■
な
る
惡
影
響
を
發
見
す
る
に
足
ら
岁
、
同
盟
罷H

は
其
數 

を
僧
加
し
^

る
名
暴
行
は
却
つ
て
減
少
し
*
る
名
の
V
,
* 

く
、
 

r

滕
厘
主
よ
6

趣
き
て
は
議
會
を
$
襲
ひ
把
る
恐
怖 

心
は
沈
靜
に
歸
し
、
却
つ
て
組
合
禁
止
法
の
復
活
は
頗
る 

危
險
な
る
結
果
を
*
す
可
し
と
の
信
念
を
有
せ
し
む
る
に 

至
れ
6

0

斯
く V

一
 

八
ニ
五
年
の
法
律
,シ
ョ
ォ
ジ
四
惦
第 

$'
年

法

律

第

九

十

五

號

 >

 

に
據
6

で
勞
働
者
は
売
全
な
る

組
合
禁
北
法
廢
止
案
の
熱
心
な
る
主
張
者
ゲ
レ
ー
ス
は 

j

久
し
く
人
民
好
團
結
を
續
け
來6

し
は
唯
だ
法
律
の
抑
應 

あ
r
o

し
に
因
る
、
此
抑
壓
に
し
て
撒
せ
ら
れ
ん
か
、
組
<
ロ 

眈
彼
等
は
緊
著
せ
し
め̂

る
所
以
の
名
の
を
失
ひ
て
、
■自 

ら
崩
壤
す
る̂

る
可
し
云
々
と
聲
明
せ6

と
雖
名
、
事 

-

實
は
寧
ろ
彼
の
豫
想
に
違
ゐ
、
.勞
儆
者
は
麗
主
鉍
法
律
の 

援
を
朱
へ
る
を
見
る
や
直
ち
に
同
盟
の
カ
を
以
て
之
に
迫 

6

自
己
の
要
求
を
貫
徹
せ
ん
と
せ6

。
未
だ
永
續
的
の
組 

合
組
織
を
有
せ
次
る
諸
エ
業»

相
競
4

<
之
を
設
け
其
勞 

|

銀
額
を
弓
上
ぐ
る
に7«
な
6

き
？
勞
働
組
合
の
發
達
は
獨 

6

數
の
增
加
に
留
ら
ず
しV

、

一
八
ニ
五
年
夏
週
刊
職
業 

，新
聞
は
ジ
ョ
ン
、
•ガ
ス
ト
を
委
員
長
と
せ
る
各
工
業
の
代 

表
者
十一

.

名
よ
6

成
る
委
員
の
手
に
發
行
せ
ら
れ
、
各

H

 

一
業
を
通
匕
て
勞
働
組
合
組
織
を
發
達
せ
し
め
、
當
脖
の
政 

界
に
勞
働
階
級
の
主
張
を
鼓
吹
す
る
に
努
め
允
6

。

(

五)

然
れ
ど
？
.
勞
働
者
财
|
»
其
前
途
に
認
め
得
杧
る
光
明

は
間
名
t
ぐ
梢
え
て
、
彼
等
は
再
び
陰
喑
允
る
境
涯
に
沈 

咬
次
る
を
得
ぎ
6
き
。j

八
ニ
五
年
は
.財
界
の
恐
慌
と
一 

股
に
亘
ル
る
商
業
不
振
の
裡

.に

暮

れ

次

.で
來
れ
‘る 

四
箇
年
は
就
れ
免
經
濟
界
の
收
縮
窮
迫
を
極
め̂
る
脖
代j  

1
6
。
數
千
の
勞
働
者
啟
其
職
を
失
ひ
、
勞
艱
は
激
烈
に

j  

下
落
せ
6
。
幾
多
の
工
業
地
に
在6
て

は

義

捐.#
に

依

ヶ
 

て
僅
に
飢
餅
を
免
れ.つ
、
あ
る
勞
働
者
少
な
か
ら
す
。
此 

秋
に
際
し
て
行
へ
る
同
盟
罷

H

は
悉
く
勞
働
者
の
敗
北
に 

歸
し
、
解
敗
の
止
ひ^
き
に
至
れ
る
組
合
亦
少
な
於
ら
す
。
一
 

法
律
上
自
由
と
な
^-
る
組
合
組
繊
》
反
つ
<
從
前
の
秘
密 

結
社
に
比
し
で
、
賃
銀
下
落
を
防
止
す
る
の
機
■
允
る
に 

足
ら
ず
、
^

@
の
勞
働
者
は
再
び
機
«
«
«
の
暴
行
を
始 

む
る
に
至
れ
6
。
斯
く
て
彼
等
は
勞
働
組
合
的
蓮
動
を
.棄 

て
、
急
艘
主
義
及
び
社
會
主
義
の
煽
動
に
邳
1

傾
く
る
に 

至
6

。

一
 

八

I 

r

九
年
ょ
6

同
四
八
年
に
瓦
6

て

勞

儆

紙

'合 

の
運
敷
は
箸
し
く
之
/

翁
亂
ず
る

N
J.

と
な
れ
る
^

か
。

.

一
 

ー
八
ニ
陂
年
ょ
ろ
ー
八
ご
^

年
に
瓦
占
交
に
於
て
呔
勞 

働

組

合

は

镇

に

同

一
.
地
方
に
於
け
、る
！

t
1

職
業
に
從
事
せ 

I

聲
働
嘗
e

結
合
せ
み
に
過
ぎ
ず
。

. 

'努
働
配
合
»

悉
.く
她

方
的
組
合
の
域
を
腕
す
る
乙
と
能
は
^

^

き
フ
而
し
<
其 

主
允
る
目
的
は
市
場
^

*

又
は
同
盟
罷H

の
爲
め
に
職
を 

失
ひ
把
る
組
合
員
を
救
護
ず
る
に
在
6

。
傅
ほ
同
組
合
は 

自
己
に
貴
む
可
を
の
過
失
な
く
し
て
不
脬
の
出
來
事
~の
爲 

め
に
努
働
を
爲
す
こ
と
能
ゆ
^
.

る
に
至
6

t?
る
者
を
支
給 

し
、
龃
合
員
荐
し
ぐ
は
其
配
遇
者
の
苑
亡
に
際
し
葬
®

 

用
を
支
出
せ
6

。
以
上
の
目
的
を
達
す
る
に
必
要
な
る
基 

金
》
入
_

金
、
小
觀
の
每
過
赠
金
及
び
非
常
.の
，徵
收
ょ
6
 

成
6

、
組
合
の
支
配
權
は
組
合
員
總
會
之
を
握
、れ
6

0

然 

れ
ど
务
撕
く
一 

地
方
に
局
限
せ
ら
れ
把
る
組
合
は
單
に
其

-  

地
方
#

有
の
工
業
を
除
き
-C

は
勞
働
者
の
要
求
を
想
く
滿 

足
せ
し
む
る
?.

と
.難
く
、

一
 

地
方
を
離
れ
て
他
に
移
れ
る 

勞
働
者
に
し
て
紙
合
的
援
護
を
得
ん
と
せ
ば
觅
に
新
な
.み 

組
合
に
加
人
せ
含
る
亦
ら
梦
0
.
.而
し
<

或

る

理

由

ょ

.
ヴ
同 

盟
一
輝
エ
を
超
し
杧

4

ど
す
る
％
、
其
地
.方
の
み
に
限
ら
れ 

•f
e

る
.基
金
は
卽
赌
に
费
漱
し
去
ら
れ
て
長
く
慕
主
に
對
抗 

す
る
こ
と
能
は
次
る
^

6

0
 

然
れ
ば1

.八

.ニ 
o

年
代
に
翁
て
這
般
の
§

に
備
4

み 

0-

目
的
を
以V

各
素
方
に
存
在
せ
義
同一

ゴ
業
の
組
合
聯



X0(

-
雜

條
 

'

'
 

一
 

O

GV

合
策
行
は
れ
し
各
、.
.
.其
聯
合
は
鞏
固
な
ら
梦
し
.

y
、
.

所

期

丨

ゥ

H

 

V

は
;*

に
此
組
織
に
最
名
貢
獻
皆
る
一
人
.

な
.
6

 

の
•目
的
を
達
す
'る
に
足
ら
^

6

き
。
各
地
方
に
11

る

勞

働

き
0 

.同

組

合

は

僅

々

數

週

間

、に

少

く

と

名

五

十

篇

人

の

組 

組
合
の
成
立
を
見
ふ
，.に
至
6

し
は
正
に
一
八
三
〇
年
代
の
合
員
を

®

收
し
、內
數
萬
の
：農
民
及
び
婦
女
を
包
合
せ
6

0
 

こ
i

y

屬
す
。
而
し
て
此
新
氣
運
1C

乘
b

v

陳
勝
吳
廣
tt|

執
行
委
員
は
四
名
の
有
給
事
務
員
を
從
へ
て
倫

敦
に
在 

し
名
の
は
ラ
ン
ヵ
ン

h

ャ
の
紡
績
職H

及
び
ョ
ー

v

シ

，り
。
以
て
龃
合
の
事
務
を
處
理
す
る
の
任
に
當
れ
6

0

此 

エ
ャ
の
建
築
職H
な
，6

。
彼
等
は
他
に
卒
先
し
て
全
國
同
火
聯
合
の
聲
朋
せ
る
政
策
は
全
國
を
通
セ
て
一
般
的
勞
働 

業
職
エ
の
同
38

を
形
成
せ
6

0

一
八
三
三
年
に
起
れ
る
數
者
の
同
盟
罷H

を
射
は
し
む
る
に
在
6

し
'

 

然
^p

創
立 

度
の
同
盟
揺
エ
は
從
前
の
名
の
に
比
し
て
範
圍
廣
く
、
爲
‘

の
當
初
よ
；O

し
て
斷
え
岁
局
部
的
爭
闘
に
累
は
3

れ
长 

めU

騎
の
两
務
大
克
を
し
て
組
合
禁
止
法
復
活
の
必
要
を

z 

i

斯
く
て
法
權
f
fi

迫
の
肺
代
を
脫
し
fc

る
勞
働
姐
八
ロ
は 

思
は
し
め
し
程
な
6

き
。
マv
チ
エ
ス
タ
！
、
へ
ハ
ィ
ス
レ
.

一
全
く
萆
命
の
游
代
に
入
れ
る
な
6

。

1

、V
.

ァ
.
ミ
ン
ガ
ム
、
y

l

k

、
ダ
一
ビ
I

及
^

ポ
ッ
テ
ー
.

(

穴

)

リ
丨
ス
其
他
の
地
方
に
顏
々
と
し
て
起
れ
る
同
盟
罷
エ
に
.
勞
働
組
合
の
前
途
は
現
今
に
在
て
^p

經
濟
社
會
の
未
知 

R

し
、
各
組
合
は
2

に
相
提
携
し
、一 .

様
な
る
援
護
を
罷
數
な

6

0

近
世
の
經
濟
寧
者
と
改
革
派
社
會
主
義
者
と
は 

エ
中
の
同
業
者
に
與
へ

f

o

次
で
聯
合
勞
働
組
合
の
組
|

幾
多
の
點
に
於
て
其
意
見
の
接
觸
調
和
を
見
允
6

と
雖 

^

M

/

o

\

1

八
一Ij

三
年
九
月
七
日「

開
拓
者一

名

勞

働

組

？
、勞
働
組
合
に
就
て
は
全
然
同
一
な
み
.と

云

ふ

可

ら

^

。 

合
蹄
報」

は
此
運
動
の
機
關
紙
と
し
て
ジH

 

I

ム
ス
％
乇
リ
ー
經
濟
學
者
は
飽
く 
4

で
勞
勦
組
合
を
以
<
任
意
自
由
の 

y

ン
の
手
に
依
づ
て
パ
ァ
ミ

.ン
ガ
ム

に
創
刊
せ
ら
れ
杧
發
達
を
期
げ
杧
る
自
發
的
組
織
と
爲
し
、
之
に
對
しy

何 

6

0

其
後
數
ヶ
月
を
出
で
卞
し
て
.一

八
三
四
年
一
月
に
は
«
特
種
の
特
權
を
附
與
す
可
き
の
に

あ
ら
^
、
谷
人
は 

全
國
聯
合
勞
働
組
合
の
成
立
を
見
お
ろ
。
.ロ
バ
ー
ト
、
才
.

之
に
加
入
す
る
？
脱
退
す
る

$̂=>全
く
其
意
の
儘
に
任
す
可

101

き
名
の
.
^

し
て
、

&

合
以
外
に
立
^

ん
と
^

^
す
る
.名
の
？
^
 

之
が
組
合
員
杧
る
名
の
と
法
律
上
產
業
上
同
等
の
權
利
を 

保
有
す
'可
き
を
主
張
し
、
且
つ
同
一
工
業
內
に
ニ
個
の
相 

異
れ
る
組
合
對
立
す
る
？
亦
之
を
是
認
す
可
く
兩
者
は
共 

1C

法
律
上
同
等
の
地
位
に
^

つ
可
き
名
の
な
6

 

i

做
せ

然
る
に
社
會
主
義
者
は
勞
働
組
合
を
以
て
勞
働
者
の
法 

律
上
の
雨I

結
と
爲
し
、
.之
に
加
入
す
る
名
の
は
特
權
を
享 

有

す

る

名

の

思

惟

し

、
之
を
以
て
あ
ら
ゆ
る
障
害 

抵

抗

を

排

除

し

組

合

に

加

入

せ

^

る

名

の

を

悉

く

征

服

す 

可

き

將

權

を

附

與

せ

.ら

れ

、

.
實
權
を
保
有
す
る
タ
ィ
ラ
ン 

ト
tt

ち
し
；§
ん
と
す
る
に
在
6

。
由
是
觀
之
收
苹
派
社
會 

主
義
者
の
主
張
す
る
所
亦
往
：々
に
し
て
昔
塒
の
革
#
的
社 

舍
主
義
者
の
主
張
と
相
近
き
^p

の

な

る

を

發

見

せ

^

ん

ば 

あ
ら
す
。

近
滕
頻
々
と
し
て
外
電
の
俾
へ
つ
y

あ
る
激
烈
な
，る
同 

盟
ff
l

H

は
叢
し
何
事
を
語
6

つ
、
あ
る
於
。
吾
人
^

§
3
1

 

く 

舊
峙
に
於
け
る
勞
働
組
合
の
.
苦
闘
吏
を
ニ
三
の
才
1

ブ
o
, 

;

f

丨
ょ
ん
'
抄

譯

補

綴

し

て

以

y

靜
に
勞
働
組
合
の
前
途
を

,

0

数

冥

想

せ

ん

と

す

る

名

、

.の
■
な
-
0

0
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■
党

)

.

.

.

.
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l
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i
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：丨

帝
國
主
義
の
經
濟
學

ハ 

'
 

宮

■坂

#

俞

.

.

.

.

帝
國
主
義
の
經
濟
學
を
論
梦
る
に
當
6

先
づ
何
故
に
吾 

人
は
ア
ダ
ム

ス

ミ
ス

の
思
想
反
び
論
法
に
復
歸
せ
^

る 

ベ
か
ら
次
る
か
。
六
十
餘
年
前
旣
に

.ミ
ル
は
其
の
著

「
原 

論」

の
序
文
に
於

.<

騰

富

論-«
數

多

の

點

に

於

て

獨

斷

的 

、に

し

て

且

つ
.
全

く

不

売

全

な
^

名
の
な
6

と
云
へ
6

0

然 

ら
ば
ミ
ル
す
ら
g

亦
獨
斷
的
に
しV

.

不
売
全
な
6

と
思 

考
せ
ら
る
、
現
代
.
に
在
6

て
何
故
に
吾
人
は
最
近
の
經
濟 

學
說
を
採
用
し
或
は
高
等
數
學
の
肋
を
藉
6

て
以
て
限
界 

的
學
說
を
適
用
す
る
事
能
は
次
る
か」

。と
の
先
決
問
題
を 

生
す
。
如
上
の
,

題
に
對
す
'
る
解
答
に
ニ
樣
あ
6

、
卽
ち 

積
極
的
な
る
名
の
及
び
消
極
的
.な
る
名
沙
是
也
0

先
づ
.最 

1

S

極
的
方
面
ょ
6

述
べ
ん
に
之
れ
郞
ち
あ
る
科
學
の
進 

.

.

.步
若
し
く
は
あ
る
特
殊
の
問
題
の
解
決
に
對
し
最
3

大
な 

る
妨
害
と
な
る
？
の
は
不
適
當
な
る
觀
念
を
使
用
す
る
に 

あ
ろ
と
の
古
來
の
敎
訓
に
基
く
名
の
也
。

■
.

觀
念
の
解
釋
に
於
.
て
名
將
t

叉
統
計
の
使
用
に
於
て
S

 

共
に
經
濟
學
上
に
於
け
る
數
學
的
論
法
の
價
値
を
無
視
す

ン1
0
4


